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第１章 総則 

第２章 作業の基本的処理要領 

第３章 管理用図面作成 

 第１節 測量 

 第２節 面積計算 

 第３節 管理用図面の作成 

 第４節 土地調書の作成 

第５節 電子データの作成 

第１章 総 則  

（趣旨等） 

第１条 この仕様書は、東日本高速道路株式会社（以下「会社」という。）が高速道路等の

建設事業において取得等を行った用地に係る財産の整理及び管理を行うため、当該

事業の中で付替等を行った道水路等の施設（以下「付替新施設」という。）と高速道

路との財産権及び管理権の範囲を明確に区分した管理用図面を作成する作業（以下「測

量」という。）を発注する場合の業務内容その他必要とする事項を定め、もって業務の適

正な執行を確保するものである。 

２ 当該業務の実施にあたり、この仕様書記載の内容により難いとき又は特に指示してお

く事項があるときは、この仕様書とは別に特記仕様書を定めることができるものとし、適

用にあたっては特記仕様書を優先するものとする。 

（作業範囲） 

第２条 この作業の範囲は、●●高速道路    市、町、村、大字   （ＳＴＡ    ）

から    市、町、村、大字   （ＳＴＡ    ）まで（路線延長   キロメー

トル）とする。 

（用語の定義） 

第３条 この仕様書における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

一 「発注者」とは、測量を発注する東日本高速道路株式会社をいう。 

二 「受注者」とは、測量の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社

その他の法人をいう。又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。 

三 「監督員」とは、契約書及び仕様書等に定められた範囲内において、受注者又は管理

技術者に対する指示、承諾又は協議等の職務を行う者で、契約書第９条第１項に規定す

る者をいう。 

四 「完了検査員」とは、測量の完了検査及び指定部分に係る検査に当たって、契約書第

３２条第２項の規定に基づき、検査を行う者をいう。 

五 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書
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第１０条第１項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

六 「照査技術者」とは、成果品の内容について技術上の照査を行う者で、契約書第 

１１条第１項の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 

七 「図面」とは、入札等に際して発注者が交付した図面及び発注者から変更又は追加さ

れた図面並びに図面のもとになる計算書等をいう。 

八 「指示」とは、監督員が受注者に対し、測量の遂行上必要な事項について書面をもっ

て示し実施させること及び完了検査員が検査結果を基に受注者に対し、修補等を求め

実施させることをいい、原則として書面により行うものとする。 

九 「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは

監督員に対し、測量に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 

十 「報告」とは、受注者が監督員に対し、測量の遂行に係わる事項について、書面をも

って知らせることをいう。 

十一 「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た登記業務の遂行上必要な事

項について、監督員が書面により業務上の行為に同意することをいう。 

十二 「協議」とは、書面により契約書及び仕様書等の協議事項について、発注者又は監

督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。 

十三 「照査」とは、受注者が、測量の実施により作成する各種図面等や数量計算等の確

認並びに算定書等の検算並びに基準・運用方針への適合性及び補償の妥当性等につい

て検証することをいう。 

十四 「検査」とは、契約書及び仕様書等に基づき、完了検査員が測量の完了を確認する

ことをいう。 

十五 「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発

見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 

十六 「権利者」とは、測量区域及び測量区域の隣接地に存する土地、建物等の所有者及

び所有権以外の権利を有する者をいう。 

十七 「調査」とは、測量区域の現状等を把握するための現地踏査、立入調査又は管轄登

記所（調査区域内の土地を管轄する法務局及び地方法務局（支局、出張所を含む。））

等での調査をいう。 

十八 「機構」とは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構をいう。 

（基本的処理方針） 

第４条 受注者は、測量の実施にあたっては、この仕様書のほか、第１条第２項に規定する

特記仕様書、東日本高速道路株式会社調査等共通仕様書及び東日本高速道路株式会社測

量作業規程（以下「測量作業規程」という。）に適合したものとなるよう、公正かつ的確

に業務を処理しなければならないものとする。 

２ 調査等共通仕様書のうち、電子納品及びマイクロフィルム等の作成の規定については

適用しないものとする。 
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（不適切な指示等の通報） 

第４条の２ 受注者は、業務履行中及び業務完了後において、会社社員（グループ会社を含

む）から不適切と思料される指示又は要求があった場合には、監督員又は契約責任者のほ

か、次の各号に掲げる窓口のいずれかに、通報するものとする。なお、会社は受注者に対

して、通報したことを理由に不利益な取扱いを行うことはない。 

一 東日本高速道路株式会社 建設事業本部 用地部 資産管理課 

二 東日本高速道路株式会社 コンプライアンス通報・相談窓口 

（通報の方法） 

第４条の３ 前条に規定する通報にあたっては、前条第一号に規定する窓口に通報する場

合は、信書をもって行うものとし、前条第二号に規定する窓口に通報する場合は、会社の

ウェブサイトに掲載されている方法をもって行うものとする。この場合、前条第一号に規

定する窓口に信書をもって通報する場合の住所等は次のとおりとする。 

 （住所）〒１００－８９７９ 

     東京都千代田区霞が関３－３－２新霞が関ビルディング１４Ｆ 

 （宛先）東日本高速道路株式会社 建設事業本部 用地部 資産管理課 

（不当要求行為の報告） 

第４条の４ 受注者は、業務の履行に際して第三者から不当要求行為がなされた場合又は

なされるおそれのある場合は、直ちに当該内容等について、監督員に報告するものとす

る。 

（測量従事者の資格） 

第５条 測量は、測量士が担当し、補助者には測量法第４８条に規定する測量士補を当てな

ければならない。 

 

（監督員） 

第５条の２ 監督員は、契約書第９条第２項に規定した指示、承諾、協議等（以下「指示等」

という。）の職務の実施に当たり、その権限を行使するときは、原則として書面により行

うものとする。ただし、緊急を要する場合で監督員が受注者に対し口頭による指示等を行

った場合には、受注者はその口頭による指示等に従うものとする。なお、監督員は、その

口頭による指示等を行った後、後日書面で受注者に指示するものとする。 

 

（管理技術者） 

第５条の３ 契約書第１０条第１項の規定に基づき設置する管理技術者は、受注者に所属

し、かつ、測量士の資格を有し、測量法による登録を行っている者で日本語に堪能（日本

語通訳が確保できれば可）でなければならない。 

２ 受注者が管理技術者に委任できる権限は契約書第１０条第２項に規定した事項である
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が、契約書第１０条第３項に基づく通知がない場合は、発注者及び監督員は、管理技術者

に対して指示等を行えば足りるものとする 

３ 管理技術者は、第３章に定める業務がすべて完了したときは、各成果品について十分な

検証（受注者が請負に係る業務の成果品の瑕疵を防止するため、当該成果品を発注者に提

出する前に、発注者の指示に従った成果品が完成しているかについて点検及び修正する

ことをいう。以下同じ。）を行わなければならない。なお、第１６条に定める成果品につ

いては表紙の裏面に管理技術者の資格・氏名の記載及び押印を行うものとする。 

４ 管理技術者は、照査結果の確認を行わなければならない。 

５ 管理技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介

護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受

注者は監督員の承諾を得なければならない。 

 

（照査技術者） 

第５条の４ 受注者は、照査技術者を定めた場合においては、前条第３項に規定する点検及

び修正が完了した後に、照査技術者による照査を実施しなければならない。 

２ 照査技術者は、発注者が管理技術者と同等の知識及び能力を有する者でなければなら

ない。 

３ 照査技術者は、照査計画を作成し作業計画書に記載し、照査に関する事項を定めなけれ

ばならない。 

４ 照査技術者は、照査結果を照査報告書としてとりまとめ、照査技術者の責において署名

押印の上、管理技術者に提出するものとする。 

５ 照査技術者は、原則として変更できない。ただし、死亡、傷病、退職、出産、育児、介

護等やむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、受

注者は監督員の承諾を得なければならない。 

第２章 作業の基本的処理要領 

（施行上の義務及び心得） 

第６条 受注者は、この作業の実施に当たって、関連する関係諸法令及び条例等のほか、次

の各号に定める事項を順守しなければならない。 

一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きについては、迅速に処理

しなければならない。 

二 測量で知り得た権利者等の事情及び成果品の内容を、他に漏らしてはならない。 

三 測量は、会社等の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行わな

ければならない。 
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四 測量の実施に当たっては、関係する者に不信の念を抱かせる言動を慎まなければな

らない。 

五 測量において生じた疑義及び問題点については、速やかに、監督員に報告し、指

示を受けなければならない。 

（貸与資料等） 

第７条 受注者は、測量の実施に当たり、必要に応じて会社から次の各号に掲げる資料の貸

与を受けるものとする。 

一 用地実測図 

二 基準点測量、路線測量及び用地幅杭設置測量の成果で東日本高速道路株式会社

測量作業規程に定める全ての成果 

三 補助多角点成果表、用地幅杭点成果表、境界点成果表及び法定（外）道水路調書

（用地測量の成果（当該データを格納したコンパクトディスク等を含む。）） 

四 分筆後公図転写図(用地取得後のもの) 

五 土工しゅん功図又はそれに類する図面 

六 区域決定図（変更含む） 

七 土地を管理するための台帳 

八 面積計算に必要な資料（施設移管書、合筆登記済証等） 

九 その他必要な資料 

２ 登記事項証明書等の交付等を受ける必要があるときは、別途監督員と協議するものと

する。 

３ 貸与資料等の引渡しは、貸与資料等引渡通知書（様式第１号）をもって、行うものとす

る。 

４ 受注者は、前項の貸与資料等を受領したときは、貸与資料等受領書（様式第２号）を監

督員に提出するものとする。 

５ 受注者は、この作業が完了したときは、速やかに貸与資料等を返納するとともに貸与資

料等精算書（様式第３号）及び貸与資料等返納書（様式第４号）を監督員に提出するもの

とする。 

（現地踏査） 

第８条 受注者は、測量の着手に先立ち、測量区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地の

概況を把握するとともに、基準点標、用地幅杭及び道路敷界鋲（杭）の設置状況を点

検するものとする。 

（作業計画の策定） 

第９条 受注者は、測量を着手するに当たり、この仕様書、特記仕様書及び現地踏査の結果

等を基に作業計画書（様式第５号）を策定し、監督員に提出するものとする。 

２ 受注者は、前項の作業計画が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。 
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（監督員の指示等） 

第１０条 受注者は、測量の実施に先立ち、管理技術者を立ち会わせたうえで、監督員から

業務の実施について必要な指示を受けるものとする。 

２ 受注者は、測量の実施にあたりこの仕様書、特記仕様書又は監督員の指示について疑義

が生じたときは、監督員と協議するものとする。 

（立入り及び立会） 

第１１条 受注者は、測量を実施するために権利者が所有又は占有する土地等に立入ろう

とするときは、あらかじめ、監督員と緊密な連絡を取らなければならない。 

２ 土地等に立入る場合の土地等の権利者から同意は、原則として、会社が得るものとし、

受注者はこれに協力するものとする。 

３ 受注者は、前項に規定する同意が得られたものにあっては立入りの日及び時間を、あら

かじめ、監督員に報告するものとする。 

４ 受注者は、測量を行うため土地等に立入る場合には、権利者の立会いを得なければなら

ない。 

５ 受注者は、権利者から前項に規定する立会いを得ることができない場合は、あらかじめ、

土地立入承諾書（様式第６号）を権利者から徴取し、測量を実施するものとする。 

（障害物の伐除） 

第１２条 受注者は、測量を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められると

き又は農作物を踏み荒す恐れがあるときは、監督員に報告し、指示を受けるものとする。 

２ 監督員からの指示に基づき、障害物の伐除を行ったときは、障害物伐除報告書（様式第

７号）を監督員に提出するものとする。 

（身分証明書の携帯） 

第１３条 受注者は、測量の実施に先立ち、測量に従事する者の身分証明書交付願（様式第

８号）を会社に提出し、身分証明書（様式第９号）の交付を受けるものとする。 

２ 前項に規定する身分証明書は、業務に従事するとき、常に携帯しなければならない。 

３ 測量に従事する者は、権利者から身分証明書の提示の求めがあったときは、第１項に規

定する身分証明書を提示しなければならない。 

４ 受注者は、第１項の規定に基づき、会社から身分証明書の交付を受けたときは、速やか

に身分証明書受領書（様式第１０号）を作成し、会社に提出するものとする。 

５ 受注者は、測量が完了したときは、速やかに身分証明書返納書（様式第１１号）ととも

に、身分証明書を会社に返納しなければならない。 

（監督員への進捗状況の報告） 

第１４条 受注者は、監督員から測量の進捗状況について、報告を求められたときは、これ

に応じなければならない。 

２ 受注者は、前項に規定に基づき、進捗状況を監督員に報告する場合は、管理技術者を立
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ち会わせるものとする。 

（成果品の一部提出等） 

第１５条 受注者は、測量の実施期間中であっても、監督員が成果品の提出を求めたときは、

これに応じなければならない。 

２ 受注者は、前項で提出した成果品の一部について、その報告を求めることができるもの

とする。 

なお、受注者は、当該報告を行うときは、管理技術者を立ち会わせるものとする。 

（成果品） 

第１６条 受注者は、次の各号の規定に基づき、成果品を作成するものとする。 

一 作業の種別及び内容ごとに整理し、編集する。 

二 表紙には、契約件名、年度（又は履行期限の年月）、会社及び受注者の名称を記載す

る。 

三 目次及びページを付す。 

四 容易に取り外すことが可能な方法により編綴する。 

２ 本仕様書に様式の定めがないものは、監督員の指示によるものとする。 

３ 提出する成果品は、別記１「成果品一覧表」に掲げる成果品とする。 

４ 受注者は、会社が契約書第４１条に規定する、契約不適合に伴う履行の追完請求期間内

は、成果品の作成に当たり使用した調査票等の原簿（以下「原簿」という。）を、保管し

なければならない。 

５ 受注者は、前項の規定に基づき保管する原簿について、監督員から提出を求められたと

きは、速やかに提出しなければならない。 

（完了検査） 

第１７条 受注者は、検査員が完了検査を行うときは、管理技術者を立ち合わせるものとす

る。 

２ 受注者は、完了検査のために必要な資料について、速やかに検査員に提出するとともに、

検査員が指示する事項について、速やかに従うものとする。 

 

（修補） 

第１７条の２ 受注者は、修補は速やかに行わなければならない。 

２ 完了検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補

を指示することができるものとする。 

３ 完了検査員が修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は完了検査員の指示

に従うものとする。 

４ 完了検査員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、検査の結果

を受注者に通知するものとする。 
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（条件変更等） 

第１７条の３  契約書第１８条第１項第５号に規定する「予期することのできない特別な

状態」とは、契約書第３０条第１項に規定する天災その他の不可抗力による場合のほか、

発注者と受注者が協議し当該規定に適合すると判断した場合とする。 

 

（安全等の確保） 

第１７条の４ 受注者は、屋外で行う測量の実施に際しては、付近住民、通行者、通行車両

等の第三者の安全確保に努めなければならない。 

２ 受注者は、屋外で行う測量の実施に際しては、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、

河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連携を取り、測量の実施中

の安全を確保しなければならない。 

３ 受注者は、屋外で行う測量の実施に当たり、事故が発生しないように管理技術者等に安

全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 

４ 受注者は、屋外で行う測量の実施に当たっては安全の確保に努めるとともに、労働安全

衛生法等関係法令に基づく措置を講じなければならない。 

５ 受注者は、屋外で行う測量の実施に当たり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を

厳守しなければならない。 

一 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければな

らない。 

二 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵

守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 

６ 受注者は、爆破物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守すると

ともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。 

７ 受注者は、屋外で行う測量の実施に当たり、豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然

災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければ

ならない。 

８ 受注者は、屋外で行う測量実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に報告す

るとともに、監督員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督員に提出し、監督

員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 

 

（反社会的勢力による不当介入を受けた場合の措置） 

第１７条の５ 受注者は、反社会的勢力による不当介入を受けた場合は、断固としてこれ
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を拒否することとし、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜

査上必要な協力を行わなければならない。 

２ 受注者は、前項により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに

その内容を書面にて発注者に報告しなければならない。 

３ 第１項及び第２項の行為を受注者が怠ったことが確認された場合には、発注者は受注

者に対し、指名停止等の措置を講じる場合がある。 

４ 反社会的勢力による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じ

た場合は、発注者と協議しなければならない。 

第３章 管理用図面の作成 

第１節 測量 

（測量方法及び使用機械器具） 

第１８条 観測等に使用する機器、電算プログラム、製図機等（以下「機器等」という。）

は、作業種別毎に測量作業規程に規定する機器等を使用するものとし、当該規程に定めの

ない機器等を使用する場合は、第９条に規定する作業計画書に、当該機器等を記載し、監

督員に届け出を行い、確認を得るものとする。 

２ 測量は、測量作業規程に規定に基づき実施するものとする。 

（基準点測量） 

第１９条 受注者は、会社が設置した基準点（２級以上を想定、以下「既存基準点」という。）

を基準とし、第２１条及び第２２条の測量を行うために必要な基準点（３級に準拠、以下

「管理用基準点」という。）を、移管敷地を含む敷地内の安定的な箇所に、耐久性のある

金属標等をもって、設置するものとする。 

２ 前項に規定する、受注者が設置する管理用基準点については、原則として２００メート

ルないし２５０メートル毎に設置するものとする。 

３ 受注者は､既存基準点の欠損等により管理用基準点の設置に支障があるときは、監督員

と協議のうえ、必要に応じ、新たに基本となる基準点（２級基準点、以下「基本基準点」

という。）を設置し、前２項に規定する作業を行うものとする。 

４ 受注者は､第２１条及び第２２条の測量を行うために必要があるときは、管理用基準点

及び基本基準点等を基準とし、移管敷地を含む敷地内の安定的かつ容易に測量ができる

箇所に、耐久性のある金属鋲等をもって、補助基準点（４級に準拠、以下「管理用補助基

準点」という。）を、設置するものとする。 

５ 前項に規定する受注者が設置する管理用補助基準点については、原則として５０メー

トルないし１００メートル毎に設置するものとする。 
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６ 基本基準点測量は、測量作業規程に定める２級基準点測量とし、管理用基準点測量は同

規程に定める３級基準点測量、管理用補助基準点測量は同規程に定める４級基準点測量

に準じた測量とする。 

７ 前項に規定する基準点の標識は、原則として別記２「基準点標識の例」によるものとす

る。 

８ 受注者は､本条により設置等を行った各基準点について、測量作業規程に定める成果品

のほか、管理用基準点等位置図及び管理用基準点等座標成果表（様式第１２号）を作成す

るものとする。 

（補助多角測量） 

第２０条 受注者は､第２１条及び第２２条の測量を行うため、止むを得ず敷地外等に補助

多角点を設置する必要がある場合は、監督員と協議のうえ、木杭等により、補助多角点を

設置することができるものとする。 

２ 補助多角測量は、測量作業規程に定める４級基準点測量に準ずる測量とし、補助多角点

座標成果表（様式第１３号）を作成するものとする。 

（用地幅杭点測量） 

第２１条 受注者は､管理用基準点等を基準とし、放射法により表３の方法で用地幅杭点に

ついて測量（点検測量）を実施し、用地幅杭点対比調書（様式第１４号）を作成するも

のとし、用地幅杭線上に存する各筆界との交点についても併せて点検測量を実施するも

のとする。 

表３ 観測及び距離測定の方法 

区 分 水平角観測 鉛直角観測 距離測定 

ＴＳ 1対回 1対回 1.0セット 

較差の許容範囲   ５ｍｍ 

（注）１ 水平角・鉛直角観測は、１視準１読定、望遠鏡正及び反の位置の観測を１対

回とする。 

２ 距離測定は、ＴＳの場合は１視準２測定を１セットする。 

２ 受注者は、測定値と会社が貸与する用地幅杭点成果表の成果とを照合し、較差が表

４の許容範囲を超えているときは、用地幅杭点対比調書に誤謬（欠損を含む。）であ

ることを明記するとともに、誤謬及び欠損等している箇所を杭打図に表示し、監督員

に報告のうえ、監督員の指示に従い、用地幅杭の復元等を行うものとする（誤謬につ

いては位置誤差とし、杭打図に方向、距離を表示。） 

表４ 用地幅杭点等の設計値と実測値の較差の許容範囲 

    距離 

区分 
２０ｍ未満 ２０ｍ以上 摘  要 

市街地 １０㎜ Ｓ/２，０００ Ｓは設計上の点間距
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平 地 ２０㎜ Ｓ/１，０００ 離（両隣の点間距離が

それぞれの区分に該

当する場合は20ｍ未

満を適用する） 

山 地 ５０㎜ Ｓ/４００ 

（道路敷界点及び平面細部測量） 

第２２条 受注者は､会社が設置した付替新施設の敷地と高速道路の敷地との境界杭等（以

下「道路敷界点」という。）について、管理用基準点等を基準として、第２１条に定める

方法で測量を実施し、道路敷界点座標成果表（様式第１５号）を作成するものとする。 

２ 受注者は､前項に規定する道路敷界点のほか、次の各号に掲げる出来型の細部について、

放射法により地物の角、主な折点等の観測を行うものとする。 

一 用地幅（用地敷界）と道路本体構造の外縁線（盛土では法尻、切土では法肩等）

との間のすべての出来型 

二 横断構造物の出来型の外縁線 

三 その他監督員が指示する地物等 

３ 前２項の測量は、原則として前条の用地幅杭点測量と同時に行うものとする。 

（用地外施工等の報告） 

第２３条 受注者は、前２条の測量において、会社が施工した道路構造物が高速道路用地外

に越境している箇所又は用地内であっても会社から貸与された工事平面図等と一致しな

い箇所等を発見したときは、その概略について、用地外施工等報告書（様式第１６号）に

取りまとめのうえ、監督員に報告するものとする。 

第２節 面積計算 

（交点計算） 

第２４条 受注者は､次条の面積計算に必要な道路敷界点と各筆界との交点について計算

し、交点計算書を作成するものとする。 

（面積計算等） 

第２５条 受注者は、別記３「求積区分範囲表示内訳表」に基づいて、付替新施設及び

在来施設の敷地等の範囲を１筆毎に座標法をもって面積計算を行い、面積計算書を

作成するものとする。この場合、原則として対象地の残地部分についても面積計算を

行うものとし、数量精算にあたっては、付替新施設の面積によるものとする。 

２ 面積計算の端数処理については、次のとおりとする。 

一 長さ １メートルの１，０００分の１（１，０００分の１未満の端数切り捨て）の位

まで求める。 

二 面積 １平方メートルの１００万分の１（１００万分の１未満端数切り捨て）の位ま

で求める。 

３ 受注者は、付替新施設及び在来施設の敷地等の分筆登記等の申請に添付する地積
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測量図を作成するために必要となる座標及び土地区画情報の電子データ（ＳＩＭＡ

フォーマット）を作成するものとする。 

第３節 管理用図面の作成 

（管理用図面の作成） 

第２６条 受注者は、会社から貸与を受けた資料及び測量の成果に基づき、別記４「ＣＡ

Ｄデータ構築表」及び別記５～８に定める例に従い、次の各号に掲げる情報を階層構

造で格納した管理用図面を、電子データをもって作成するものとする。この場合、会社

が実施する工事又は財産整理事務の進捗により、一部未提供となる情報がある場合

は、監督員の指示を受けるものとする。 

一 市町村名 

二 大字名、字名 

三 地番 

四 分筆後の新たな予定地番 

五 市町村界線 

六 大字界線、字界線 

七 地番界線 

八 用地幅線（用地敷界線） 

九 非買収の在来施設の敷界線 

十 基準点及び当該点の番号 

十一 用地幅杭点及び当該点の番号 

十二 道路敷界点及び当該点の番号 

十三 境界点及び当該点の番号 

十四 中心点及び当該点の番号 

十五 キロポスト 

十六 方位 

十七 基準点、用地幅杭点及び道路敷界点の座標成果表 

十八 用地幅杭点間距離 

十九 付替新施設の敷地等における境界点（用地幅杭点、道路敷界点及び交点を含

む。）間の距離（以下「境界辺長」という。） 

二十 地番の面積（面積計算を行った土地及び本線敷地） 

二十一 土地の権原が区分地上権、河川占用、国有普通財産の無償貸付等の場合、その旨

の表示 

二十二 道路本体構造（中央分離帯、車道、路肩、法面、側溝、トンネル、橋台及び橋脚

等の出来型） 

二十三 横断構造物の施設別外縁線 
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二十四 附帯施設（料金所、サービスエリア、パーキングエリア、バスストップ及び非常

駐車帯を含む。） 

二十五 その他測量で得た出来型 

二十六 防護棚、遮音壁、流水方向 

二十七 高架、橋梁、トンネルの名称及び延長 

二十八 交差、接続又は重複する道路の種類、路線名、幅員及び管理者 

二十九 交差又は重複する河川、鉄道の種類、名称及び管理者 

三十 非常電話、情報板、諸施設の位置及び名称 

三十一 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の名称 

三十二 その他必要な情報 

２ 境界辺長は、メートル単位で１メートルの１，０００分の１未満の端数を切り捨てて表

示し、面積は平方メートルの単位で１平方メートルの１００分の１未満の端数を切り捨

てて表示するものとする。 

３ 図面データは、次条に定める縮尺によりＢ１サイズの図枠（ＪＩＳ、長辺を横を基本と

する）に収まる範囲を１ファイルとして作成し、ファイル毎に下記の例に従いファイル名

を設定するものとする。 

例）12345（総務省が定める全国地方公共団体コード）○○市○○KP～○○KP 

４ 面積等の表示が細かく、図面の判読が困難と判断される場合は、事前に監督員と

協議し、拡大表示等するものとする。 

５ 図面の電子データのフォーマットは、原則としてＳＸＦ（Ｐ２１）にて作成するも

のとする。 

（図面の出力等） 

第２７条 受注者は、管理用図面の電子データを用いて、別記４「ＣＡＤデータ構築表」

に定める２種類の区分（Ａ・Ｂ）に従い、各別に図面を出力して、製本するものとす

る。 

２ 前項に規定する図面の縮尺は、○○○分の１とする。 

第４節 土地調書の作成 

（土地調書の作成） 

第２８条 受注者は、市町村別、在来施設・新施設別、施設別（道路、水路）管理者毎

に土地調書（様式第１７号）を作成するものとする。 

２ 付替新施設の敷地等に係る土地調書表題部の（ ）内の記載は、次のとおりとす

る。 

一 ○○市が会社(又は機構)から交換により受ける現道水路 

二 ○○市が会社(又は機構)へ交換により渡す旧道水路 

三 ○○市が会社(又は機構)から寄付を受ける現道水路 
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四 国が会社(又は機構)に無償で貸付する旧道水路 

３ 土地調書の記載事項は次のとおりとする。 

一 「地番」欄は地番の附されている筆にあっては、地番を記入し、地番の附されて

いない筆にあっては、隣接する土地の地番に「地先」と記入する。 

二 「備考」欄は、沿革及びその他参考となる事項を記入する。 

 

第５節 電子データの作成 

 

（管理用図面電子データの作成） 

第２９条 管理用図面電子データ作成は、第２７条に基づくものとし、細部の事項につ

いては次によるものとする。 

２ 受注者は、別記４「ＣＡＤデータ構築表」に定めるレイヤ毎に格納情報を整理し、

電子データを作成するものとする。なお、各レイヤ名の頭には必ずデータ構築表に指

定の番号を使用するものとする。 

 一 レイヤ３、８、１０の「座標一覧表」については、別記５の様式の例によるもの

とする。 

 二 レイヤ１４の「求積表」については、別記６の様式の例によるものとする。 

 三 レイヤ１のうち「図面タイトル」及び「着色凡例」については、別記７の様式の

例によるものとする。 

 四 図面の全体的なレイアウトについては、別記８の図面レイアウト標準例のとおり

とする。 
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別記１ 

成 果 品 一 覧 表 

 

１ 成果品一覧表は下表のとおりとし、管理技術者が十分に点検を行なうものとし、電子デ

ータの成果物については、納品前に最新のセキュリティーソフトでウィルスチェック

などを行いデータの安全性を確保しなければならない。 

  なお、観測手簿又は電子野帳の測量記録は、実際に使用した原簿又は記録とし、書き直

し、浄書又は打ち直し等をしてはならない。 

  特に観測手簿又は電子野帳等の文字の訂正は、旧文字が判読できるよう抹消し、その脇

に正しい文字を記入することとし、インク消し又は小刀等を用いて旧文字を抹消しては

ならない。 

成 果 品 名 数量 
様式 

番号 
標 準 規 格 等 

作業計画書 １部 第 5 号 日本産業規格Ａ４版 

観測手簿又は電子野帳の測量記

録 

一式 － 受注者にて定める 

東日本高速道路株式会社測量

作業規程に定めるに定める基

準点測量の成果品一式 

※管理用基準点、管理用補助基

準点、補助多角点の各測量につ

いては上記に準ずる 

一式 － 基本基準点については、測量成果検定

書を添付する 

管理用基準点等位置図 １部 － 平面図に基準点網図及び中心点・同番

号を合成したもの 

管理用基準点等座標成果表 １部 第 12 号 日本産業規格Ａ４版 

補助多角点座標成果表 １部 第 13 号 日本産業規格Ａ４版 

用地幅杭点対比調書 １部 第 14 号 日本産業規格Ａ４版 

杭打図 １部 － 用地幅杭等の欠損等の状況を表示した

もの 

道路敷界点座標成果表 １部 第 15 号 日本産業規格Ａ４版 

交点計算書 １部 － 受注者にて定める。 

面積計算書 １部 － 受注者にて定める。 

用地外施工等報告書 １部 第 16 号 日本産業規格Ａ４版 

座標及び土地区画情報の電子

データ 

１式 － ＳＩＭＡフォーマットによる 

管理用図面電子データ １式 － 別記４「ＣＡＤデータ構築表」による 

管理用図面の出力図面 

（区分 Ａ又はＢ） 

各 1 部 － 日本産業規格Ｂ１版（図枠） 

出力区分は別記４「ＣＡＤデータ構

築表」による 

土地調書 １部 第 17 号 日本産業規格Ａ４版 

その他参考図面等 １部 － 受注者にて定める 
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２ 前項に掲げる成果品の整理、編集は標準仕様書第１６条（契約件名、年度（又は履行期

限の年月）、会社及び受注者の名称は共通記載事項）の規定の他、次によるものとする。 

一 管理用図面電子データ、座標及び土地区画情報データ（ＳＩＭＡフォーマット）、次

項により作成したその他の成果品のデータは、それぞれコンパクトディスク等（一度し

か書き込みできないものに限る。以下同様）に格納し、本体又はケースに道路名、区間

名、品名、作業範囲の起点と終点の市町村名及び大字などの必要事項を記載するものと

する。 

二 管理用図面の出力図面は、道路名、区間名、品名（Ａ・Ｂの区分）、縮尺、作業範囲

の起点と終点の市町村名及び大字等の必要事項を表示した表紙を、添付するものとす

る。 

三 調書及び成果表等の出力したものは、それぞれ堅固なファイルに整理し、ファイルタ

イトルには道路名、区間名、品名、作業範囲の起点と終点の市町村名及び大字などの必

要事項を記載するものとする。 

３ 受注者は、管理用図面関係及び座標及び土地区画情報データ以外の成果品のうち、様

式第１２ないし１７号の調書及び成果表等については、マイクロソフト社製Ｍicrosoft 

Ｅxcel により作成するものとし、それ以外の成果品は、監督員の確認を受け作成し、当

該データを格納したコンパクトディスク等についても、併せて成果物として納品するも

のとする。 

【参考】成果品の納品種別 

区分 
電子データ 

（ＣＤ等） 

出力したもの 

（紙） 

管理用図面関係 ＳＸＦ（Ｐ２１） Ａ・Ｂ 各１部 

座標及び土地区画情報データ ＳＩＭＡ － 

様式第 12～17 号の調書及び成果表等 Ｅxcel 各１部 

上記以外の成果物（リ） 

・作業計画書 

・観測手簿類 

・基準点成果類 

・管理用基準点等位置図、杭打図 

・交点計算書、面積計算書 

・その他参考図面等 

ファイル形式は監督員

に確認（ＰＤＦ等） 

各１部 
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別記２ 
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求積区分範囲表示内訳表 

 

区  分  事  項 
求積し、求積計算表に記載する範囲 

摘                 要 
求積施設敷名 表示色名 

施設別道路区域内在来施設敷 

在来法定道路敷 橙    色 １）道路の側溝として取り扱われる水路敷きは、法定道路及び

法定外道路に含む。 

 

２）法定道路と法定河川が重複する場合には、その新施設敷は

河川敷とする。 

 

３）道路に沿って設置した水路で、当該水路が在来水路の付替

物として取り扱われる場合及び当該水路の構造上特に区別し

なければならない場合を除いて、当該水路の移管先が隣接道

路と同一であれば隣接道路敷に含めて求積する。 

在来法定外道路敷 茶    色 

在来法定河川敷 緑    色 

在来法定外水路敷 黄 緑 色 

その他在来施設 黄    色 

施設別道路区域内新施設敷 

法定道路新施設敷 赤    色 

法定外道路新施設

敷 

桃    色 

法定河川新施設敷 藍    色 

法定外水路新施設

敷 

水    色 

その他の新施設敷 紫    色 

施設別区域外新施設敷 同上（各新施設敷） 同上（各色） 

区域外会社管理用地 会社所有地 紫    色 

※表示色の詳細の指定については、別記４「ＣＡＤデータ構築表」参照 

別
記

３
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別記４

レイヤ

No

AB別

表示情報
レイヤ名 格納情報 表示色 ＲＧＢコード 文字サイズ 線種 線幅 マーク

マーク

サイズ

・ 方位 － 適宜 適宜 － －

・ 図枠（座標値を含む） 座標1.8mm continuous
外枠0.35mm

内枠1.40mm
－ －

・ 着色凡例 （凡例の着色は、施設区分に従い該当するレイヤ

No19～28へ格納する。）

・ 拡大図の図枠、符号及び縮尺文字

3.5mm continuous 0.25mm － －

・ 図面位置関係図 3.5mm continuous
当該図0.50mm

上記以外0.13mm
－ －

・ 図面タイトル（「管理用図面A」の文字はレイヤNo10へ、「管理

用図面B」の文字はレイヤNo14へ）
適宜 continuous

外枠0.50mm

仕切り0.13mm
－ －

・ 市町村名 7.0mm － － － －

・ 大字名、字名 5.0mm － － － －

long dashed

double-dotted

long dashed

dotted

dashed

・ 基準点及び当該点の番号（点名）2級基準点 3.5mm － 0.25mm ▲ 3.0mm

・ 基準点及び当該点の番号（点名）管理用基準点 3.5mm － 0.25mm △ 3.0mm

・ 基準点及び当該点の番号（点名）管理用補助基準点 3.5mm － 0.25mm 3.0mm

continuous

・ 中心点及び当該点の番号（点名） 2.5mm ◎ 3.0mm

・ 中心点（20mピッチ） － ○ 2.0mm

・ キロポスト 2.5mm ● 2.0mm

continuous

continuous

・ 用地幅杭点及び当該点の番号（点名） 1.8mm － 0.25mm ○ 2.0mm

7 A 07A用地幅杭点間距離 ・ 用地幅杭点間距離 赤 255,0,0 1.8mm － － － －

continuous

9 A 09A道路敷界点
・ 道路敷界点及び当該点の番号（点名DL、DR）

・ 道路敷界点間距離
青 0,0,255 1.8mm － 0.25mm ○ 1.5mm

continuous

・ 地番 2.5mm － － － －

・ 分筆後の新たな地番 2.5mm － － － －

continuous

continuous

・ 区分地上権等の表示 3.5mm - － － －

・ 境界点（用地幅杭点を除くすべて）及び当該点の番号（点名） 1.8mm － 0.13mm ○ 1.0mm

・ 境界辺長（用地幅杭点、道路敷界点、交点を含む。） 1.8mm － － － －

13 B 13B区画面積 ・ 求積地番の面積、符号 黒 0,0,0 2.5mm － － － －

continuous

・ 道路本体構造（中央分離帯、車道、路肩、法面、側溝、トンネ

ル、橋台、橋脚等の出来型）
適宜 continuous 0.25mm － －

・ 附帯施設（料金所、サービスエリア、パーキングエリア、バス

ストップ、非常駐車帯も含む。）
適宜 適宜 適宜 － －

・ 防護柵、遮音壁、流水方向 － 適宜 適宜 － －

・ 高架、橋梁、トンネルの名称及び延長 3.5mm 適宜 適宜 － －

・ 非常電話、情報板、諸施設の位置及び名称 3.5mm 適宜 適宜 － －

・ 道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の名称 3.5mm 適宜 適宜 － －

dashed

・ その他測量で得た出来型 適宜 適宜 適宜 － －

・ 交差、接続又は重複する道路の種類、路線名、幅員及び管理

者
適宜 適宜 適宜 － －

・ 交差又は重複する河川、鉄道の種類、名称及び管理者 適宜 適宜 適宜 － －

19 AB 19AB在来法定道路敷（橙） ・ 在来法定道路敷（橙着色） 橙 255,128,0 － － － － －

20 AB 20AB在来法定外道路敷（茶） ・ 在来法定外道路敷（茶着色） 茶 192,128,64 － － － － －

21 AB 21AB在来法定河川敷（緑） ・ 在来法定河川敷（緑着色） 緑 0,255,0 － － － － －

22 AB 22AB在来法定外水路敷（黄緑） ・ 在来法定外水路敷（薄緑着色） 薄緑 128,192,128 － － － － －

23 AB 23ABその他在来施設敷（黄） ・ その他在来施設敷（黄着色） 黄 255,255,0 － － － － －

24 AB 24AB法定道路新施設敷（赤） ・ 法定道路新施設敷（赤着色） 赤 255,0,0 － － － － －

25 AB 25AB法定外道路新施設敷（桃） ・ 法定外道路新施設敷（ﾏｼﾞｪﾝﾀﾞ着色） ﾏｼﾞｪﾝﾀﾞ 255,0,255 － － － － －

26 AB 26AB法定河川新施設敷（藍） ・ 法定河川新施設敷（明青着色） 明青 0,128,255 － － － － －

27 AB 27AB法定外水路新施設敷（水） ・ 法定外水路新施設敷（ｼｱﾝ着色） ｼｱﾝ 0,255,255 － － － － －

28 AB 28ABその他の新施設敷（紫） ・ その他新施設敷、区域外会社所有地（青紫着色） 青紫 128,64,255 － － － － －

29
必要に

応じて
29ラスタデータ － － － － －

レイヤ名（情報に応じて適宜） その他参考情報 適宜 適宜 適宜 適宜 適宜

※ 文字サイズ、マークサイズは、B1サイズで出力した場合のサイズとする。

■詳細について、別紙「ＣＡＤデータ作成に関する留意事項」を参照　

データの内容を個別に判断し、上記の表示色を使用する

既定義色16色より選択

128,128,128
適宜 適宜 － －

18 AB 18AB交差施設情報 黒 0,0,0

16 A 16A道路本体施設情報 暗灰 128,128,128

17 A 17A平面細部測量出来型
・ 横断構造物の施設別外縁線

暗灰

0,0,0 2.5mm 0.13mm － －

15 A 15A道路本体構造平面図 暗灰 128,128,128

12 B 12B境界点・境界辺長 黒 0,0,0

14 B 14B求積表 ・ 求積表　（指定様式による。） 黒

－ －

・ 非買収の在来施設の敷界線 － 0.13mm － －

－ －

11 AB 11AB土地区画情報 黒 0,0,0
・ 地番界線 － 0.13mm

－ －

10 A 10A道路敷界点座標成果表 ・ 道路敷界点の座標一覧表（指定様式による。） 黒 0,0,0 2.5mm 0.13mm

－ －

8 A 08A用地幅杭点座標成果表 ・ 用地幅杭点の座標一覧表（指定様式による。） 黒 0,0,0 2.5mm 0.13mm

－ －

6 AB 06AB用地幅杭
・ 用地幅杭線（用地敷界線）

赤 255,0,0
－ 0.25mm

0.25mm

5 AB 05AB道路区域 ・ 道路区域線 青 0,0,255 － 0.25mm

2.5mm 0.13mm － －

4 AB 04AB中心点・キロポスト 赤 255,0,0 －

－ 0.50mm － －

3 AB 03AB基準点 黒 0,0,0

・ 基準点座標一覧表（指定様式による。）

－ 0.50mm － －

・ 大字界線 － 0.50mm － －

2 AB 02AB所在・字界 黒 0,0,0

・ 市町村界線

・ 字界線

CADデータ構築表

1 AB 01AB図枠・タイトル・凡例 黒 0,0,0
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別記５ 
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別記６ 
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別記７ 
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別記８
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別紙 
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様式第１号 

 

貸与資料等引渡通知書 

 

（元号）  年  月  日 

受注者 

管理技術者 

（現場作業責任者）          殿 

 

東日本高速道路株式会社（支社等） 

監督員            ㊞ 

 

次のとおり貸与資料等を引渡します。 

調査等名  契約年月

日 

年   月   日 

品  名 規  格 単位 数 量 備  考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

注１ 貸与資料等の交付又は貸与の区分を備考欄に記入する。 

２ 用紙の大きさは日本産業規格Ａ列４判縦とする。 
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様式第２号 

貸与資料等受領書 

 

（元号）  年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社（支社等） 

監督員            殿 

 

受注者 

管理技術者 

（現場作業責任者）      ㊞ 

 

次のとおり貸与資料等を受領しました。 

調査等名  契約年月

日 

年   月   日 

品  名 規  格 単位 数 量 備  考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

注１ 貸与資料等の交付又は貸与の区分を備考欄に記入する。 

 ２ 用紙の大きさは日本産業規格Ａ列４判縦とする。 
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様式第３号 

貸与資料等精算書 

 

（元号）  年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社（支社等） 

監督員            殿 

 

受注者 

管理技術者 

（現場作業責任者）       ㊞ 

 

 次のとおり貸与資料等を精算します。 

調査等名  契約年月日 年   月   日 

品  名 規  格 
単

位 

数 量 

備 考 引渡し 

数 量 

使用数 

数 量 
残数量 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４判縦とする。 
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様式第４号 

貸与資料等返納書 

 

（元号）  年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社（支社等） 

監督員            殿 

 

受注者 

管理技術者 

（現場作業責任者）        ㊞ 

 

 下記のとおり貸与資料を返納します。 

調査等名  契約年月

日 

年   月   日 

品  名 規  格 単位 数 量 備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４判縦とする。 

  



31 

様式第５号 

 

作 業 計 画 書 

 

（元号）  年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社（支社等） 

監督員            殿 

 

受注者 

住 所 

会社名 

代表者            ㊞ 

 

（調査等名）                         

 

（元号）  年  月  日付で締結した標記業務の履行に係る計画書を、次のとおり提

出します。 

調査等概要   

工 程 表 別紙のとおり 

業務体制等   

使用測量機器等 

（検定年月日及び検定番号） 

 

（検定番号第    号  （元号）  年  月  

日） 

連 絡 体 制  

（緊急時を含む） 
 

照 査 計 画   

特 記 事 項   

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４判縦とする。 

２ 工程表は、受注者にて定める。 
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様式第６号 

 

土地立入承諾書 

 

権利者 

 住 所 

 氏 名           ㊞ 

 

 

 東日本高速道路株式会社（支社等）が発注し、（受注者会社名）が行う測量等を実施する

ために、次に掲げる土地に立入ることを承諾します。 

 

（元号）  年  月  日 

 

●●県●●市 

大字 字 地番 備考 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

受注者 

                      住 所 

                      会社名 
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様式第７号 

障害物伐除等報告書 

 

（元号）  年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社（支社等） 

監督員            殿 

 

受注者 

管理技術者 

（現場作業責任者）        ㊞ 

 

（調査等名）                         

 

（元号）  年  月  日付で締結した標記業務の履行のため、（元号）  年  月  

日に下記の障害物を伐除したので報告します。 

 

記 

地 内 

字 地番 地目 
物件の 

種 類 

形状寸法（種

類、樹齢、胸高

直径等） 

数

量 

物件所有者 

住 所 氏 名 

        

        

        

        

        

        

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４判縦とする。 

注２ 障害物伐除前後の写真添付を行うこととする。 
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様式第８号 

（元号）  年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社（支社等） 

所 長            殿 

 

受注者 

住 所 

会社名 

（代表者）        ㊞ 

 

 

身分証明書交付願 

 

（調査等名）                          

 

（元号）  年  月  日付で締結した標記業務の履行に伴い、下記の者が現場作業に

従事しますので、身分証明書を交付いただきますよう、お願いします。 

 

記 

氏  名 生年月日 年 齢 住    所 

    

    

    

    

    

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４判縦とする。 
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様式第９号 

（表） 

測量法（昭和 24 年法律第 188 号）抜粋 

第１５条 国土地理院の長又はその命を受けた

者若しくは委任を受けた者は､基本測量を実施

するために必要があるときは､国有､公有又は

私有の土地に立ち入ることができる。 

２ 前項の規定により宅地又はかき､さく等で囲

まれた土地に立ち入ろうとする者は､あらかじ

めその占有者に通知しなければならない。但

し､占有者に対してあらかじめ通知することが

困難であるときは､この限りでない。 

３ 第１項に規定する者が､同項の規定により土

地に立ち入る場合においては､その身分を示す

証明書を携帯し､関係人の請求のあつたとき

は､これを呈示しなければならない。 

第３９条 第１４条から第２６条までの規定は､

公共測量に準用する。この場合において、第十

四条から第十八条まで、第二十一条及び第二十

三条から第二十六条まで中「国土地理院の長」

とあるのは「測量計画機関の長」と、第十九条

及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画

機関」と、それぞれ読み替えるものとする。 

 

第    号 

 

 

 

 

身 分 証 明 書  

 

 

 

 

 

（元号）  年  月  日発行 

 

東日本高速道路株式会社（支社等） 

（支社等）長       ㊞ 

（裏） 

 

住 所 

氏 名 

生 年 月 日 

 

所 属 機 関 名  

所属機関所在地 

 

 

上記の者は、測量法第１５条第１項の規定によ

り、測量計画機関の長の （命令）（委任） に基

づいて土地に立入ることができる者であることを

証する。 

 

 

 

 

有効期間 
自年月日 

至年月日 

自年月日 

至年月日 

自年月日 

至年月日 

作業地域 

   

作業の 

名 称 

   

発行機 

関の印 

   

 

注１ 用紙の規格は、日本産業規格Ｂ８版とする。 
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様式第１０号 

（元号）  年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社（支社等） 

所 長            殿 

 

受注者 

住 所 

会社名 

（代表者）         ㊞ 

 

 

身分証明書受領書 

 

（調査等名）                                                     

 

（元号）  年  月  日付で締結した標記業務の履行に伴い、下記の者に対する測量

法に基づく身分証明書を、受領しました。 

 

記 

氏  名 生年月日 年 齢 住  所 

    

    

    

    

    

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４判縦とする。 
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様式第１１号 

（元号）  年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社（支社等） 

所 長            殿 

 

受注者 

住 所 

会社名 

（代表者）         ㊞ 

 

 

身分証明書返納書 

 

（調査等名）                                                   

 

（元号）  年  月  日付で締結した標記業務の履行に伴い、（元号）  年  月  

日付で交付を受けた下記の者に対する測量法に基づく身分証明書を、別添のとおり返納し

ます。 

 

記 

氏  名 生年月日 年 齢 住  所 

    

    

    

    

    

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４判縦とする。 
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